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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年１２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年１２月６日 ０８時２３分ごろ 

発生場所 長崎県島原市島原港南東方沖 

 島原灯台から真方位１４２°１,０４０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４６.３′ 東経１３０°２３.３′） 

事故の概要  プレジャーボート壮仁
そうじん

丸は、島原港南東方沖において南進中、浅所

に乗り揚げた。 

 壮仁丸は、プロペラ翼、プロペラ軸等に曲損、船尾部船底外板に亀

裂を生じた。 

事故調査の経過  令和５年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 壮仁丸、４.４トン 

 ＦＯ３－５３８６８（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.２０ｍ（Lr）×２.５４ｍ×１.１１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３４１.００kＷ、平成元年９月６日 

 第２９０－６６４４４号（船舶検査済票の番号） 

 （写真１ 参照） 
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写真１ 本船の外観 

 乗組員等に関する情報 船長 ４３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 令和２年７月８日 

免許証交付日 令和２年７月８日 

（令和７年７月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼、プロペラ軸、舵軸に曲損、船尾部船底外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮高 約１.６ｍ、潮汐 ほぼ低潮時 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人等８人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、船首約０.２ｍ、船尾約０.８ｍの喫水

により、熊本県上天草市湯島北西方沖の釣り場に向け、令和５年１２

月６日０７時００分ごろ、福岡県柳川市沖端
おきのはた

漁港の係留地を出発し

た。 

 本船は、同乗者が操舵室下部にある船室の座席に腰を掛け、船長が

操舵室にある操縦席に腰を掛けて操船に当たり、約２０ノットの対地

速力で、手動操舵によって南進した。 

 船長は、島原港東方沖から南東方沖にかけて、浅所等が点在してい

ることを認識しておらず、過去に島原港南東方沖にある櫛形
くしがた

島東方沖

を１０回程度航行した経験があり、その際、無難に航行できていたの

で、櫛形島東方沖に航行の支障となる浅所等はないと思い、櫛形島東

方沖に向けて航行を続けた。 

船長は、島原港南東方沖に至り、本船が櫛形島東方沖にある小島瀬

付近の浅所に向かう針路となっていたものの、そのことに気付かず、

そのまま航行を続け、０８時２３分ごろ、本船が小島瀬付近の浅所に
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乗り揚げた。 

 船長は、衝撃を感じて本船が乗り揚げたことに気付き、主機を中立

運転として漂泊し、同乗者の安全を確認したのち、船尾部船底外板の

プロペラ軸の貫通部付近に亀裂が入っており、機関室に浸水を認めた

ので、自走を諦め、１１８番通報して救援を依頼し、排水作業を行っ

た。 

 本船は、来援した水難救済会所属の救助艇にえい
．．

航され、島原漁港

に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  海図（Ｗ１２４２）によれば、櫛形島東方沖約３００ｍには、小島

瀬と称する干出浜（礫）等が記載されている。（図１、図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 海図（Ｗ１２４２）島原港（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ｍ等深線 

５ｍ等深線 

水深 

底質 G:Gravel(礫) 

点線：危険界線 

干出表示 
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図２ 櫛形島付近の航空写真（国土地理院ＨＰより） 

 

 船長は、櫛形島及び小島瀬等が表示されるＧＰＳプロッターを作動

させていたものの、小縮尺の画面で目的地の方向等を表示させてお

り、大縮尺の画面で周辺状況及び船位の確認を行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、島原港南東方沖において南進中、船長が、島原港南東方沖

に至り、櫛形島東方沖にある小島瀬付近の浅所に向かう針路となって

いたものの、そのことに気付かず、そのまま航行を続けたことから、

小島瀬付近の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、過去に櫛形島東方沖を１０回程度航行した経験があり、そ

の際に無難に航行できていたので、櫛形島東方沖に航行の支障となる

浅所等はないと思い、船位の確認を適切に行わなかったことから、櫛

形島東方沖にある小島瀬付近の浅所に向かう針路となっていることに

気付かず、そのまま航行を続けたものと考えられる。 

 船長は、島原港東方沖から南東方沖にかけて、浅所が点在している

ことを認識していなかったことから、櫛形島及び小島瀬等が表示され

るＧＰＳプロッターを有効に利用せず、船位の確認を適切に行わな 

かったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、島原港南東方沖において南進中、船長が、小島

瀬付近の浅所に向かう針路となっていたものの、櫛形島東方沖に航行

の支障となる浅所等はないと思い、船位の確認を適切に行わなかった

ため、そのことに気付かず、そのまま航行を続け、小島瀬付近の浅所

小島瀬 
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に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の操縦者は、自船にＧＰＳプロッターを備えている場

合、浅所等の位置を正確に把握できる表示レンジを使用するこ

と。 

・小型船舶の操縦者は、発航前に、海図等を用いて、航行を予定し

ている水路の状況を調査し、航行の支障となる障害物を避けるよ

うな予定進路を定めて航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県 

上天草市 

長崎県 

福岡県 

柳川市 

湯島 

島原港 

長崎県 

事故発生場所 

（令和５年１２月６日 

 ０８時２３分ごろ発生） 


